
東京都スポーツ推進大使「ゆりーと」

このデザインガイドマニュアルは、
東京都スポーツ推進大使「ゆりーと」のデザインに関する
基本的なルールをまとめたものです。
デザインの利用にあたっては、本ガイドラインのほか、
別に定める取扱要領・様式もご確認の上、ご利用ください。
※東京都スポーツ推進大使「ゆりーと」は東京都の登録商標・著作物です。
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1 はじめに
「ゆりーと」は、都民の鳥「ゆりかもめ」をモチーフに、

スポーツ祭東京２０１３（第68回国民体育大会及び第13回全国障害者ス

ポーツ大会）を応援するために誕生したキャラクターです。

大会終了後は、広く東京都全体のスポーツの振興のために

「東京都スポーツ推進大使」として活躍しています。



2 利用許諾について
東京都スポーツ推進大使「ゆりーと」の利用に関しては、

あらかじめ利用許諾申請が必要です。

東京都の審査により、利用目的・利用方法が都のスポーツ推進に寄与する
と認められた場合は、許諾を受け、利用することが出来ます。
詳細は、「東京都スポーツ推進大使ゆりーと取扱要領」をご覧ください。
（有償頒布利用の場合は、著作権使用料を徴収します。）



3利用許諾申請の方法・手順

申請書提出

•申請にあたっては、以下の資料を郵送にてご提出ください。

•利用許諾申請書（HPよりダウンロードが可能です。）

•企画書（デザイン、レイアウト図、原稿、設計図等）

•申請者の概要が分かるもの

•その他参考となる資料

受付・審査
•許諾手続きには約2～３週間程度かかりますので、申請はお早めにお願

いいたします。

利用許諾

•使用可能なデザインについては 8「東京都スポーツ推進大使

•ゆりーとデザイン（基本形・展開形）」をご確認ください。



4イラストの色指定（カラー）



5イラストの色指定（単色）



6使用上の注意（イラストの改変について）

縦横の比率やバランスを変えないこと

デザインを書き加えたり、取り除いたりしないこと

指定されている色を変えないこと



7使用上の注意（クレジット表記）
原則として、ゆりーとの利用作成物には

「東京都スポーツ推進大使ゆりーと」及び「Ⓒ東京都 ♯（許諾番号）」を

明示してください。※形状等から許諾番号を明示することが困難な場合は、

許諾番号の表示を省略できます。

東京都スポーツ推進大使
ゆりーと

表記例

Ⓒ東京都 #〇-〇号



8ゆりーとデザイン（基本形・展開形）

基本形






























